
【プラット 35】長期固定金利型住宅ローン(機構買取型)の特徴及び取次業務の委任について

1 【フラット 35]長期固定金利型住宅ローン(機構買取型3の特徴について

この住宅ローンは、住宅金融支援機構がお客様のご利用になる住宅ローン債権を金融機関から譲り受け、証券化

することで実現した長期固定金利の住宅ローンです。

ご利用にあたり、次の(1)から (6)までの住宅ローンの特徴をご確認くださいn

(1) この住宅ローンの融資金利については、借入申込時の金利が適用されるのではなく、金銭消費貸借契約時(資金

交付時)の金利が適用されます。

(2) この住宅ローンは、返済期間 (20年以下又は 21年以上)及び融資率 (9割以下文は9割超)に応じて異なる融

資金利が適用されます。

(3) 住宅ローン債権は資金交付と同時に住宅金融支援機構に譲渡され、住宅金融支援機構は譲り受けた住宅ローン債

権を信託会社等に信託することができるものとします。

(4) 住宅ローン債権を住宅金融支援機構に譲渡した後も、融資金利、返済期間等の融資条件及び元利金のご返済、各

種届出、返済相談等の手続きを行う金融機関は変わりません。

(5) 融資金を繰り上げてご返済するときは、ご返済する日の 1か月前までに金融機関にお申し出ください。また、融

資金の一部を繰り上げてご返済するときは、繰り上げて返済する額(元金)は 100万円以上(※)で、繰り上げ

て返済する日は毎月の返済日となります。

※「住・ MyNoteJ (ご返済中のお客様向けのインターネットサービス)で一部繰上返済の申込みを

行う場合、ご返済できる金額は 10万円以上となります。

(6) 原則として、融資対象住宅について、物件検査を受け、適合証明書を金融機関に提出する必要があります。また、

物件検査の費用はお客様の負担であり、適合証明機関により異なります。

上記の住宅ローンの特徴について了承の上、この住宅ローンを利用します。
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2 取次業務の委任について

※申込手続き等の取次業務を委任及び委任先への審査結果の通知に同意される場合にご記入ください。

私(連帯債務者を含みます。)は、【フラット 35]長期固定金利型住宅ローン(機構買取型)の申込みに係る手続

等の取次業務を次の事業者(以下「委任先」といいます。)に委任することとし、株式会社ジェイ・モーゲージパン

ク (以下「貴社」といいます。)がこの住宅ローンの申込みに係る審査結果を委任先に対して通知することに同意し

ます。

(1)取次業務を委任する不動産会社名又は建築請負会社名

(2)取次業務を委任する貴社の代理唐名又は取次唐名

また、私 (連帯債務者(【フラット35】つなぎローンを利用する場合の連帯保証人)を含みます。)が、 ]MBフ

ラッ トプラスローン又は 【フラット 35】つなぎローンを利用する場合には、上記の委任先に取次業務を委任するこ

ととし、 貴社が ]MBフラッ トプラスローン等に係る審査結果を委任先に対し通知することに同意します。
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